
契約書
家庭教師         �(以下、「甲」という。)と保護者        (以下、「⼄」という。)とは、甲
が⼄の⼦である         (以下、「丙」という。)に対して⾏う家庭学習指導(以下、「授業」という。)
に関�して、以下のとおり契約する。

第1条�甲は、丙に対して、甲⼄丙の三者協議により決定した別紙学習指導計画書(以下、「学習計画」という。)
記載の授業を⾏うものとし、⼄は甲に対し、�授業料として1時間当たり⾦     円を⽀払うものとする。

2�前項の授業料は、甲による授業の成果等を勘案の上、本契約の更新時に甲⼄協議の上、決定するものとす
る。

3�⼄は甲に対し、交通費として⼄宅への1回の訪問につき⾦     円を⽀払うものとする。

4�⼄は、甲に対し、当⽉の最終授業の終了時に、当⽉分の授業料及び交通費を現⾦で⽀払うものとする。

第2条�授業は、原則として学習計画に基づき⾏うものとする。

2�前項にかかわらず、�夏休み等⻑期休暇中の授業については、別途協議の上、決定するものとする。

3�学習計画は、甲⼄丙の三者協議により変更できるものとする。

第3条�甲⼜は⼄�(丙を含む)の都合により、授業を他の⽇に振り替える場合には、  ⽇前までに相⼿

⽅の同意を得ることとする。

2�甲⼜は⼄(丙を含む)�の都合により、事業の開始時刻を変更する必要がある場合は、  ⽇前までに相⼿⽅の同
意を得ることとする。

3�甲⼜は⼄(丙を含む)�のやむを得ない事情により、当⽇の授業開始時刻等を変更する必要がある場合は、甲⼄
協議の上、その対応を決定するものとする。

第4条�甲は、無断⽋勤及び無断遅刻をしてはならない。

2�甲は、授業中は⽣徒の授業に専念するものとし、�授業に関係のない活動を⾏ってはならない。

第5条�本契約の期間は、令和  年  ⽉  ⽇から令和  年  ⽉  ⽇までの  か⽉間とする。ただ
し、期間満了1か⽉前までに甲⼄のいずれからも別段の申し出がない場合は、さらに  か⽉間本契約を更新
するものとし、以後同様とする。

2�甲及び⼄は、1か⽉前に申し出ることにより、契約を終了させることができる。

3�前項にかかわらず、⼄は、既に⾏われた授業の対価としての授業料とは別に1か⽉分の授業料相当額を⽀払
う場合には、直ちに契約を終了させることができる。�ただし、以下の場合には、⼄は1か⽉分の授�業料相当額



を⽀払うことなく、直ちに契約を終了させることができる。

(1)�本契約の締結から  か⽉以内の場合

(2)甲が第4条に違反する等、�契約を直ちに終了させるにつき正当な理由がある場合

第6条�甲及び⼄は、�契約条項の変更について相⼿⽅に対し協議を申し⼊れることができる。�

2�前項の協議により甲⼄の書⾯による合意がなされた場合、本契約は変更されるものとする。

第7条�本契約に定めのない事項が⽣じたとき、⼜はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が⽣じたときは、
甲⼄誠意をもって協議の上解決するものとする。

以上、本契約成⽴の証として、本書を2通作成し、甲⼄は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

令和  年  ⽉  ⽇

(甲)  住所                          

⽒名              印

(⼄)  住所                          

⽒名              印


